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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 マキノ 地域 収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
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古紙類、 古着 蛍光灯、 乾電池 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

●４ 月1 1 日　 ●５ 月９ 日　 ●６ 月1 3 日　 ●７ 月1 1 日　 ●８ 月８ 日　 ●９ 月1 2 日４ 月～９ 月

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

４ 月～９ 月の 第３ 日曜日

● 4 月 1 9 日　 ● 5 月 1 7 日　 ● 6 月 2 1 日

● 7 月 1 9 日　 ● 8 月 1 6 日　 ● 9 月 2 0 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い
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1 2 月 3 1 日から １ 月３ 日までの収集は休みです。 1 2 月 3 0 日は燃やせる ごみの収集を 行います。

高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 マキノ 地域
※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル
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古紙類、 古着 蛍光灯、 乾電池 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

1 0 月～３ 月の 第３ 日曜日

● 10 月1 8 日　 ● 11 月1 5 日　 ● 12 月2 0 日

● 1 月1 7 日　 ● 2 月2 1 日　 ● 3 月2 1 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い

● 1 0 月1 0 日　 ● 1 1 月1 4 日　 ● 1 2 月1 2 日　 ●１ 月９ 日　 ●２ 月1 3 日　 ●３ 月1 3 日10 月～３ 月
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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 今 津 地 域 収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
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古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

●４ 月1 1 日　 ●５ 月９ 日　 ●６ 月1 3 日　 ●７ 月1 1 日　 ●８ 月８ 日　 ●９ 月1 2 日４ 月～９ 月

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

４ 月～９ 月の 第３ 日曜日

● 4 月 1 9 日　 ● 5 月 1 7 日　 ● 6 月 2 1 日

● 7 月 1 9 日　 ● 8 月 1 6 日　 ● 9 月 2 0 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い
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1 2 月 3 1 日から １ 月３ 日までの収集は休みです。 1 2 月 3 0 日、 １ 月５ 日は燃やせる ごみの収集を 行います。

高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 今 津 地 域
※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン
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古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

1 0 月～３ 月の 第３ 日曜日

● 10 月1 8 日　 ● 11 月1 5 日　 ● 12 月2 0 日

● 1 月1 7 日　 ● 2 月2 1 日　 ● 3 月2 1 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い

● 1 0 月1 0 日　 ● 1 1 月1 4 日　 ● 1 2 月1 2 日　 ●１ 月９ 日　 ●２ 月1 3 日　 ●３ 月1 3 日10 月～３ 月



上野、 市場、 地子原、 雲洞谷、 麻生、 木地山、 能家、 小入谷、 生杉、 中牧、 古屋、 桑原、 平良、 小川 地域用
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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 朽 木 地 域 収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
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16 17 18 19 2 0 2 1 2 2

23 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

30 3 1

2 0 2 6 ８ 月
日 月 火 水 木 金 土
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燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
シ
ャ
ン
プ
ー

家
庭
用
洗
剤

な
ど

古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

●４ 月1 1 日　 ●５ 月９ 日　 ●６ 月1 3 日　 ●７ 月1 1 日　 ●８ 月８ 日　 ●９ 月1 2 日４ 月～９ 月

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

４ 月～９ 月の 第３ 日曜日

● 4 月 1 9 日　 ● 5 月 1 7 日　 ● 6 月 2 1 日

● 7 月 1 9 日　 ● 8 月 1 6 日　 ● 9 月 2 0 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い



1 2 月 3 1 日から １ 月３ 日までの収集は休みです。 1 2 月 3 0 日、１ 月４ 日に燃やせる ごみの収集を 行います。

上野、 市場、 地子原、 雲洞谷、 麻生、 木地山、 能家、 小入谷、 生杉、 中牧、 古屋、 桑原、 平良、 小川 地域用
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日 月 火 水 木 金 土
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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 朽 木 地 域
※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
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古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

1 0 月～３ 月の 第３ 日曜日

● 10 月1 8 日　 ● 11 月1 5 日　 ● 12 月2 0 日

● 1 月1 7 日　 ● 2 月2 1 日　 ● 3 月2 1 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い

● 1 0 月1 0 日　 ● 1 1 月1 4 日　 ● 1 2 月1 2 日　 ●１ 月９ 日　 ●２ 月1 3 日　 ●３ 月1 3 日10 月～３ 月



日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 2 0 2 1 2 2
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30 3 1

2 0 2 6 ８ 月
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日 月 火 水 木 金 土
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12 13 14 15 16 17 18

19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5

2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

2 0 2 6 ７ 月
日 月 火 水 木 金 土
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荒川、 野尻、 宮前坊、 柏、 古川、 岩瀬、 大野、 村井、 栃生 地域用
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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 朽 木 地 域 収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
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ン
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ー
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ど

古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

●４ 月1 1 日　 ●５ 月９ 日　 ●６ 月1 3 日　 ●７ 月1 1 日　 ●８ 月８ 日　 ●９ 月1 2 日４ 月～９ 月

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

４ 月～９ 月の 第３ 日曜日

● 4 月 1 9 日　 ● 5 月 1 7 日　 ● 6 月 2 1 日

● 7 月 1 9 日　 ● 8 月 1 6 日　 ● 9 月 2 0 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い
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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 朽 木 地 域
※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。

1 2 月 3 1 日から １ 月３ 日までの収集は休みです。 1 2 月 3 0 日に燃やせる ごみの収集を 行います。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
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古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

1 0 月～３ 月の 第３ 日曜日

● 10 月1 8 日　 ● 11 月1 5 日　 ● 12 月2 0 日

● 1 月1 7 日　 ● 2 月2 1 日　 ● 3 月2 1 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い

● 1 0 月1 0 日　 ● 1 1 月1 4 日　 ● 1 2 月1 2 日　 ●１ 月９ 日　 ●２ 月1 3 日　 ●３ 月1 3 日10 月～３ 月



日 月 火 水 木 金 土
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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 安曇川地域 収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
シ
ャ
ン
プ
ー

家
庭
用
洗
剤

な
ど

古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

●４ 月1 1 日　 ●５ 月９ 日　 ●６ 月1 3 日　 ●７ 月1 1 日　 ●８ 月８ 日　 ●９ 月1 2 日４ 月～９ 月

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

４ 月～９ 月の 第３ 日曜日

● 4 月 1 9 日　 ● 5 月 1 7 日　 ● 6 月 2 1 日

● 7 月 1 9 日　 ● 8 月 1 6 日　 ● 9 月 2 0 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い
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日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土
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1 2 月 3 1 日から １ 月３ 日までの収集は休みです。 1 2 月 3 0 日、 １ 月４ 日に燃やせる ごみの収集を 行います。

高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 安曇川地域
※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
シ
ャ
ン
プ
ー

家
庭
用
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剤
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ど

古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

1 0 月～３ 月の 第３ 日曜日

● 10 月1 8 日　 ● 11 月1 5 日　 ● 12 月2 0 日

● 1 月1 7 日　 ● 2 月2 1 日　 ● 3 月2 1 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い

● 1 0 月1 0 日　 ● 1 1 月1 4 日　 ● 1 2 月1 2 日　 ●１ 月９ 日　 ●２ 月1 3 日　 ●３ 月1 3 日10 月～３ 月



2 0 2 6 ５ 月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3

2 4

3 1

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 高 島 地 域 収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。
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日 月 火 水 木 金 土

１
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９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 2 0 2 1 2 2

23 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9

30 3 1

2 0 2 6 ８ 月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５
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13 14 15 16 17 18 19
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2 0 2 6 ９ 月
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燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
シ
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プ
ー
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古紙類、 古着 蛍光灯、 乾電池 廃食油

※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

●４ 月1 1 日　 ●５ 月９ 日　 ●６ 月1 3 日　 ●７ 月1 1 日　 ●８ 月８ 日　 ●９ 月1 2 日４ 月～９ 月

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

４ 月～９ 月の 第３ 日曜日

● 4 月 1 9 日　 ● 5 月 1 7 日　 ● 6 月 2 1 日

● 7 月 1 9 日　 ● 8 月 1 6 日　 ● 9 月 2 0 日
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日 月 火 水 木 金 土
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ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い



2 0 2 7 ２ 月
日 月 火 水 木 金 土
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2 0 2 7 １ 月
日 月 火 水 木 金 土
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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 高 島 地 域

1 2 月 3 1 日から １ 月３ 日までの収集は休みです。 1 2 月 3 0 日に燃やせる ごみの収集を 行います。

2 0 2 6 11 月
日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土
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※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。
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日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土
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14 15 16 17 18 19 2 0

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

2 8 2 9 3 0 3 1

2 0 2 7 ３ 月
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問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
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古紙類、 古着 蛍光灯、 乾電池 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

1 0 月～３ 月の 第３ 日曜日

● 10 月1 8 日　 ● 11 月1 5 日　 ● 12 月2 0 日

● 1 月1 7 日　 ● 2 月2 1 日　 ● 3 月2 1 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い

● 1 0 月1 0 日　 ● 1 1 月1 4 日　 ● 1 2 月1 2 日　 ●１ 月９ 日　 ●２ 月1 3 日　 ●３ 月1 3 日10 月～３ 月
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2 8 2 9 3 0
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2 0 2 6 ５ 月
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2 0 2 6 ４ 月
日 月 火 水 木 金 土
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1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 新 旭 地 域 収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
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古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

●４ 月1 1 日　 ●５ 月９ 日　 ●６ 月1 3 日　 ●７ 月1 1 日　 ●８ 月８ 日　 ●９ 月1 2 日４ 月～９ 月

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

４ 月～９ 月の 第３ 日曜日

● 4 月 1 9 日　 ● 5 月 1 7 日　 ● 6 月 2 1 日

● 7 月 1 9 日　 ● 8 月 1 6 日　 ● 9 月 2 0 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い



2 0 2 7 ２ 月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 1 3

14 15 16 17 18 19 2 0

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

2 8

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 2 0

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

2 8 2 9 3 0 3 1

2 0 2 7 ３ 月

2 0 2 7 １ 月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3

2 4

3 1

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

2 0 2 6 12 月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

2 0 2 6 11 月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 2 0 2 1

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

2 9 3 0

2 0 2 6 10 月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

拠点回収

拠点回収

拠点回収

拠点回収

拠点回収

拠点回収

拠点回収

拠点回収

拠点回収

拠点回収

拠点回収

拠点回収

1 2 月 3 1 日から １ 月３ 日までの収集は休みです。 1 2 月 3 0 日、 １ 月４ 日に燃やせる ごみの収集を 行います。
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高島市ごみカ レンダー令和８ 年度 新 旭 地 域
※詳し い分別等は「 ごみの分け方・ 出し 方  令和８ 年４ 月発行」（ 別紙） をご確認く ださ い。

収集は午前８ 時から 開始し ます。 必ず収集当日の午前
８ 時までに決めら れた場所へごみ袋の口をし ばっ て出
し てく ださ い。 収集後は出さ ないでく ださ い。

問合せ先： 高島市役所環境政策課（ ２５－８１２３ ）

環境に配慮し 、再生紙及び植物油イ ンキを使用し ています。

燃えないごみＡ 類（ 陶磁器類、ガラス類、電球） 燃えないごみＢ 類（ 小型金属類、小型電気製品類、傘、栄養ド リンクのキャップ、お菓子の缶など）

燃やせるごみ 飲食用カン ※開口部の直径が1 0 ㎝以下かつ高さ が1 9 ㎝以下に限る

ペット ボト ル

飲食用ビン、 化粧品ビン、 服用する薬のビン

プラスチッ クボト ル 
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古紙類、 古着 廃食油

粗大ごみリ ユース事業日（ 環境センタ ーで実施し ます）　 毎月第２ 土曜日（ 午前９ 時～午前1 1 時3 0 分）

環境センタ ーへの搬入（ 高島市今津町途中谷2 3 6 番地 電話 2 4 －0 0 3 1 ）

受 付 日： 月曜日～土曜日（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）、 第３ 日曜日

受 付 時 間： 午前９ 時～午後４ 時

料 　 金： 1 0 ㎏につき 1 0 0 円

1 0 月～３ 月の 第３ 日曜日

● 10 月1 8 日　 ● 11 月1 5 日　 ● 12 月2 0 日

● 1 月1 7 日　 ● 2 月2 1 日　 ● 3 月2 1 日

ごみ分別ホームページ や、 ごみ分別辞典 も ご活用く ださ い

● 1 0 月1 0 日　 ● 1 1 月1 4 日　 ● 1 2 月1 2 日　 ●１ 月９ 日　 ●２ 月1 3 日　 ●３ 月1 3 日10 月～３ 月


